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条例で定める利用料の上限 

施設№１ 湯沢市総合体育館 

区分 利用料の上限 照明使用加算額 備考 

アリ

ーナ 

貸切 

使用 

全面 アマチュアスポー

ツ又は非営利活動

に使用する場合 

１時間につき 

1,030 円 

１時間につき 

 1,030 円 

貸切以外の

使用の場合、

照明使用加

算額は利用

料に含む。 

アマチュアスポー

ツ以外又は営利活

動に使用する場合 

１時間につき 

10,470 円 

半面 アマチュアスポー

ツ又は非営利活動

に使用する場合 

１時間につき 

520 円 

１時間につき 

 520 円 

アマチュアスポー

ツ以外又は営利活

動に使用する場合 

１時間につき 

 5,230 円 

１/４ 

面 

アマチュアスポー

ツ又は非営利活動

に使用する場合 

１時間につき 

 250 円 

１時間につき 

 250 円 

アマチュアスポー

ツ以外又は営利活

動に使用する場合 

１時間につき 

 2,610 円 

貸切以外の

使用 

一般 １人１回につき 

 200 円 

 

小中学生 １人１回につき 

 100 円 

幼児 無料 

移動

観覧

席 

アマチュアスポーツ又は非営利

活動に使用する場合 

１台１回につき 

 520 円 

  

アマチュアスポーツ以外又は営

利活動に使用する場合 

１台１回につき 

 1,030 円 

移動

ステ

アマチュアスポーツ又は非営利

活動に使用する場合 

１台１回につき 

 100 円 

  

別表１ 
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ージ アマチュアスポーツ以外又は営

利活動に使用する場合 

１台１回につき 

 200 円 

電光

掲示

装置 

アマチュアスポーツ又は非営利

活動に使用する場合 

１台１回につき 

 1,030 円 

  

アマチュアスポーツ以外又は営

利活動に使用する場合 

１台１回につき 

 2,080 円 

研修

室 

アマチュアスポーツ又は非営利

活動に使用する場合 

１室１時間につき 

 200 円 

  

アマチュアスポーツ以外又は営

利活動に使用する場合 

１室１時間につき 

 410 円 

控室

A・B 

役員

室 

幼児

室 

放送

室 

アマチュアスポーツ又は非営利

活動に使用する場合 

１室１時間につき 

 100 円 

  

アマチュアスポーツ以外又は営

利活動に使用する場合 

１室１時間につき 

 200 円 

温水シャワー １人１回につき 

 100 円 

  

可搬式遠赤外線放射暖房機（アリー

ナ） 

１台１時間につき 

 200 円 

  

温水パネルヒーター（観覧席） １式１時間につき 

 520 円 

  

冷房機・暖房機 １台１時間につき 

 100 円 

  

物品販売等の部分占有 １㎡１時間につき 

 100 円 

  

備考 使用時間に１時間未満の端数がある場合は、当該端数を１時間として計算する。 
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施設№２ 健康ドーム 

区分 利用料の上限 照明使用加算額 暖房使用加算額 備考 

貸切 

使用 

アマチュアス

ポーツ又は非

営利活動に使

用する場合 

１時間につき 

 200 円 

１時間につき 

 200 円 

１台 

１時間につき 

 100 円 

貸切以外の

使用の場合、

照明使用加

算額は利用

料に含む。 アマチュアス

ポーツ以外又

は営利活動に

使用する場合 

１時間につき 

 1,030 円 

貸切 

以外 

の 

使用 

一般 １人１回につき 

 100 円 

 

小中学生 １人１回につき 

 50 円 

幼児 無料 

備考 使用時間に１時間未満の端数がある場合は、当該端数を１時間として計算する。 

 

施設№３ 湯沢市Ｂ＆Ｇ海洋センター 

区分 

利用料の上限 

午前 10 時から 

正午まで 

午後１時から 

午後４時まで 

午後６時から 

午後８時 30 分まで 

一般 200 円 200 円 250 円 

小中学生 100 円 100 円 150 円 

幼児 無料 

 
施設№４ ヘルシーパーク 

区分 利用料の上限 備考 

パ ー ク

ゴ ル フ

場 

個人 

使用 

一般 昼間 半日につき 200円 １ 専用クラブ及びボールは、無料貸

出し。 

２ 半日とは、午前９時から正午まで、

又は正午から午後５時までをいう。 

小中 

学生 
昼間 半日につき 100円 

幼児 無料 
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占用 非興行 １時間につき 

 3,130 円 

 

興行 １時間につき 

 6,280 円 

壁 打 ち

テ ニ ス

コート 

個人使用 無料  

占用 非興行 １時間につき 

 1,030 円 

 

興行 １時間につき 

 2,080 円 

部分 

占用 

興行 １㎡１時間につき 

 100 円 

 

ス ト リ

ー ト バ

ス ケ ッ

ト コ ー

ト 

占用 非興行 １時間につき 

 1,030 円 

 

興行 １時間につき 

 2,080 円 

 

部分 

占用 

興行 １㎡１時間につき 

 100 円 

 

芝 生 広

場 

占用 非興行 １時間につき 

 1,030 円 

 

興行 １時間につき 

 2,080 円 

 

部分 

占用 

興行 １㎡１時間につき 

 100 円 

 

多 目 的

広場 

占用 非興行 １時間につき 

 1,030 円 

 

興行 １時間につき 

 2,080 円 

 

部分 

占用 

興行 １㎡１時間につき 

 100 円 

 

エ ン ト

ラ ン ス

占用 非興行 １時間につき 

 1,030 円 
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広場 興行 １時間につき 

 2,080 円 

 

部分 

占用 

興行 １㎡１時間につき 

 100 円 

 

駐車場 駐車場以外として

使用 

１㎡１時間につき 

 100 円 

 

備考 使用時間に１時間未満の端数がある場合は、当該端数を１時間として計算する。 

 

施設№５ 河川敷運動広場松ノ木グラウンド 

区分 利用料の上限 

松ノ木グラウンド 野球場 １時間につき 100 円 

自由広場 １時間につき 100 円 

物品販売等の部分占有 附属土地を使用する場合 １㎡１時間につき 100 円 

立ち売りをする場合 １人１時間につき 100 円 

備考 使用時間に１時間未満の端数がある場合は、当該端数を１時間として計算する。 
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施設利用状況 

○利用人数                             〔単位：人〕 

施 設 名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

湯沢市総合体育館 30,337 38,090 40,594 

健康ドーム 6,598 8,421 7,490 

湯沢 B＆G海洋センター 3,559 3,592 3,587 

ヘルシーパーク 6,783 7,280 6,771 

河川敷運動広場松ノ木グラウンド 4,931 3,963 4,651 

計 52,205 61,346 63,093 

 
○使用料金                             〔単位：円〕 

施 設 名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

湯沢市総合体育館 1,561,895 1,917,170 2,047,610 

健康ドーム 310,900 304,650 301,800 

湯沢 B＆G海洋センター 363,000 402,650 396,900 

ヘルシーパーク 998,620 841,570 841,570 

河川敷運動広場松ノ木グラウンド 24,150 28,900 17,400 

計 3,258,565 3,494,940 3,605,280 

 

別表２ 



- 22 - 
 

主な維持管理費の状況 

 現状における維持管理費の状況です。維持管理の手法の違いにより変動することをご承

知おきください。※全施設を合算した数値です。 

 
◎光熱水費、燃料費等の集計        区分（年）、単位（円）※円未満切り捨て 

項目 令和４年度 ５年度 ６年度 平均 備考 

光熱水費 8,026,813 6,449,506 6,626,143 7,034,154  

燃料費 779,919 836,215 847,054 821,062  

計 8,806,732 7,285,721 7,473,197 7,855,216  

 
◎各種保守点検委託等（令和６年度実績額） 区分（年）、単位（円）※円未満切り捨て 

項目 金額 備考 

保守点検業務委託 12,858,950  

 
◎その他経費               区分（年）、単位（円）※円未満切り捨て 

項目 令和４年度 ５年度 ６年度 平均 備考 

旅費 0 0 0 0  

消耗品 1,002,806 1,213,952 1,001,012 1,072,590  

食糧費 0 0 0 0  

印刷製本費 66,000 32,990 0 32,996  

修繕料 1,677,588 1,555,955 1,389,522 1,541,021  

通信運搬費 233,910 295,826 272,698 267,478  

手数料 73,220 46,959 52,567 57,582  

保険料等 0 50,140 0 16,713 ※車両自賠責等 

使用料及び賃借料 1,067,837 2,094,266 1,872,700 1,678,267  

原材料費 75,847 142,397 138,052 118,765  

負担金 10,000 0 0 3,333  

公課費 7,733 2,582 0 3,438  

計 4,214,941 5,819,627 4,726,551 4,920,370  

 

別表３ 
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指定管理料上限額算定にあたり参考とした内訳

支出

項目 金額（円） 積算根拠

人件費…① 21,892,504 ※別表４－１「職員配置」による

賃金 19,723,146

社会保険料 2,169,358

維持管

理費

需用費 10,455,587

消耗品 1,072,590 ３か年平均（R4～R6）

燃料費 850,000 R6実績

食糧費 0

印刷製本費 32,997 ３か年平均（R4～R6）

光熱水費 7,000,000 ３か年平均（R4～R6）

修繕料 1,500,000 30万円/施設×５施設

役務費 341,773

通信運搬費 267,478 ３か年平均（R4～R6）

手数料 57,582 ３か年平均（R4～R6）

保険料等 16,713 ３か年平均（R4～R6）

委託料 16,081,282
見積（別表４-２委託料内訳（14,619,348円×

1.1））

使用料及び賃借料 1,872,700 R6実績

原材料費 118,765 ３か年平均（R4～R6）

負担金 0 R6実績

公課費 3,438 ３か年平均（R4～R6）

小計②（税込） 28,873,546

事業費

報償費 600,000

需用費 110,000

消耗品費 100,000

印刷製本費 10,000

役務費 54,000

保険料 50,000

手数料 4,000

小計③（税込） 764,000 ※別表４－３事業費内訳

支出合計④ 51,530,049 ①＋②＋③

別表４
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収入

項目 金額（円） 積算根拠

利用料

収入等

利用料金 3,605,280 ３か年平均（R4～R6）

教室参加料 330,133 ３か年平均（R4～R6）

自動販売機電気料 96,734 ３か年平均（R4～R6）

小計⑤ 4,032,147

指定管理料参考額（税込み）⑥ 47,498,000  ④ - ⑤（千円未満切り上げ）



別表４-１　職員配置
指定管理料上限額の算定にあたり、現状の職員配置をもとに積算。

（１）年間の職員配置予定 〇…常勤職員　●…季節雇用　△・▲…R3委託　　

※総合体育館従事者が健康ドーム、河川敷運動広場松ノ木グラウンドの受付業務を兼ねて行う。

３月２月１月

○

○
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№
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● ● ● ● ● ● ● ●
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△ △
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△ △

△

△△ △ △ △ △

○

○ ○ ○ ○

○ ○○

○ ○○

15

16

８

９

午後5時15分

午後5時15分

〃

17

10

11

12

２

１

13

14

総合体育館
管理人

（施設長）

～

午後5時15分

３

４

５

６

７

〃

１１月１０月９月８月

○ ○ ○

～
午後5時15分

午後5時15分
△

△ △

△ △

午前8時30分

管理人
（屋外施設管理担

当）

午前8時30分

７月６月５月4月

○ ○ ○

管理人

〃 管理人

雇用期間

○ ○○

○

○ ○

１２月

総合体育館 管理人［休日］

勤務割による

B＆G海洋センター
管理人

（事務担当）

〃
管理人

（事務兼監視担当）

総合体育館他

勤務割による

勤務割による

〃 管理人［夜間］

〃
管理人

（監視担当）

〃
管理人

（監視担当）

〃
管理人

（監視担当）

管理人
（屋外施設管理担

当）

管理人
（屋外施設管理担

当）

△ △ △～
午後9時15分

〃
管理人

（監視担当）

〃 管理人［夜間］
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〃 管理人［休日］
午後5時15分

△～
午後9時15分
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～

～
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～
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○ ○ ○ ○

○

●

ヘルシーパーク 管理人［日中］

○

午前8時30分

午前8時30分

午前8時30分

○ ○

△

※△の配置について、令和３年度は「休日・夜間管理業務」として湯沢市シルバー人材センターに委託している。よって指定管理料の参
考額の中では委託料で積算されている。指定管理料算定の際は、必ず委託費に積算するということではなく、管理人を雇用し、人件費と
して積算することも可とする。

※▲の配置について、令和３年度は「管理業務」として湯沢市シルバー人材センターに委託している。よって指定管理料の参考額の中で
は委託料で積算されている。指定管理料算定の際は、必ず委託費に積算するということではなく、管理人を雇用し、人件費として積算す
ることも可とする。

〃

施　設 職　種

○

○～

勤務時間

○

－　25　－
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別表４－２ 委託料内訳（税抜き） 

施設名 委託名 金額（年間） 備考 

湯沢市総合体育館 自家用電気工作物保安管理業務 186,000  

 警備業務 336,000  

 エレベーター遠隔メンテナンス業務 648,000  

 清掃業務 1,687,404  

 自動扉保守管理業務 294,000  

 環境衛生管理業務 359,000  

 
消防用設備等保守点検及び防火対象物点

検業務 
215,000 

 

 休日・夜間管理業務 5,484,064  

 立木等伐採除去業務 360,000  

 特殊建築物定期調査業務 320,000  

 水質検査 20,000  

 貯水槽清掃及び検査業務 132,000  

 地下タンク漏洩検査及び清掃業務 137,500  

 暖房機器清掃整備業務 270,000  

健康ドーム 除排雪雪下ろし業務 120,000  

B＆G 海洋センター 上屋シート取付・取外業務 850,000  

 給水・給湯保守点検業務 71,000  

 プール循環浄化装置保守点検業務 90,000  

ヘルシーパーク 管理業務 1,701,632  

 遊具保守点検業務 170,856  

松ノ木河川敷運動広場 仮設トイレ清掃業務 107,232  

 野球場内野整備業務 470,000  

施設管理 一般物廃棄処理業務 517,660  

合 計 14,619,348  
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別表４－３ 事業費算定にあたり参考とした内訳 

 

事業名 回数 報償費 
需用費 役務費 

合計 
消耗品費 印刷製本費 保険料 手数料 

ニュースポー

ツ教室 
16 160,000 20,000 - 6,000 - 186,000 

アクアズンバ

教室 
5 50,000 5,000 - 10,000 - 65,000 

水中ウォーキ

ング 
5 50,000 5,000 - 10,000 - 65,000 

生きがい健康

教室 
10 100,000 10,000 - 10,000 - 120,000 

YUZAWA スポー

ツラボ 
10 100,000 10,000 - 10,000 - 120,000 

カンガルース

クール 
14 140,000 50,000 10,000 4,000 4,000 208,000 

合 計 600,000 100,000 10,000 50,000 4,000 764,000 

 

これまでの実施状況 

 ・市が事業実施に係る企画立案、運営を行う。 

 ・講師は健康運動指導士など外部人材へ依頼。 

 ・事業の周知方法については、広報ゆざわ・市ホームページに掲載。また、周知チ

ラシを作成し、総合体育館等会場施設に設置する他、参加対象者が集まるような

場所へ設置。（例：カンガルースクール → 小児科など） 
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湯沢市総合体育館等スポーツ施設指定管理者募集要項 

 

令和７年９月 

 

湯沢市教育委員会事務局教育部生涯学習課スポーツ振興班 

 

〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町１番１号 

TEL 0183-55-8286 FAX 0183-72-8515 

e-mail k-sports@city.yuzawa.lg.jp 


